
岐阜市公告第156号 

 

一般競争入札の実施について 

 
事後審査型一般競争入札を下記のとおり行うので、岐阜市一般競争入札等実施要綱（平

成11年3月30日決裁）第6条の規定及び岐阜市事後審査型一般競争入札試行要領（平成19年7

月27日決裁）第4条の規定により公告します。 

 

平成24年11月9日 

岐阜市長 細 江 茂 光 

 

記 

 

1 一般競争入札に付する事項 

(1) 件  名    血管造影用ＩＶＲ-ＣＴシステム  

(2) 数  量    １式 

(3) 納入場所    岐阜市鹿島町7丁目1番地 岐阜市民病院 中央放射線部 

(4) 納入期間    契約締結日から平成25年3月31日まで 

(5) 契約の種類    売買契約 

(6) 概  要    血管造影用ＩＶＲ-ＣＴシステムの導入により安全で効率的な治

療や検査を行うことで、患者負担の軽減を可能とするため導入する

ものである。 

 

2 一般競争入札参加資格及び条件 

 (1) 岐阜市契約規則（昭和39年岐阜市規則第7号）第18条第1項及び岐阜市競争入札参加

者選定要綱（平成13年6月1日決裁）第4条の規定に基づき、物件の製造及び買入れその

他に係る岐阜市競争入札参加資格審査を公告の日前1か月までに受けた者で、かつ申請

書受付期間の最終日から本契約締結日までの間に岐阜市競争入札参加資格の要件を欠

くことがないこと。 

(2) 岐阜市競争入札参加資格停止措置要領（昭和62年3月27日決裁）の規定に基づく資格

停止を申請書受付期間の最終日から本契約締結日までの間に受けていないこと。 

(3) 岐阜市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成23年3月31日決裁）に規

定する排除措置対象法人等に該当しないこと。 

(4) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を

取ることは、談合等不正な行為とは解さない。 

① 資本関係 

以下のいずれかに該当する場合。ただし、子会社又は子会社の一方が民事再生法

（平成11年法律第225号）の規定による再生手続開始の決定や会社更生法（平成14年

法律第154号）の規定による更生手続開始の決定を受けた会社である場合は除く。 

ア 親会社と子会社の関係にある場合 

イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

② 人的関係 

以下のいずれかに該当する場合。ただし、アについては、会社の一方が更生会社

又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

イ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 



その他上記①②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 

  (5) 岐阜市内に本店、支店又は営業所を有すること。本店、支店又は営業所が岐阜市競

争入札参加資格審査の申請において、所在地として登録され、かつ営業種目につい

て「医療機器」の登録があること｡ 

 (6) 薬事法(昭和 35年法律第 145号)に基づく管理医療機器の販売業の届出を行ってい

る者で、かつ同法に基づく特定保守管理医療機器の販売業の許可を受けているもので

あること｡ 

(7) 当該機器の代理店、特約店又は取扱店であること。 

(8) 公告日を基準として過去 10年間に、病院又は診療所に単件で 100,000,000円以上

の管理医療機器を納入した実績を有すること｡ 

  

3 一般競争入札の日時及び場所 

(1) 日 時  平成24年12月4日（火） 午後２時 

(2) 場 所  岐阜市鹿島町7丁目1番地 岐阜市民病院 第３会議室 

 

4 現場説明 無 

 

5 入札保証金 岐阜市契約規則第3条の規定により免除 

 

6 契約保証金 免除 

 

7 落札者決定の方法 

岐阜市事後審査型一般競争入札試行要領（平成19年７月27日決裁）の規定により、最低

価格入札者（以下「審査対象者」という。）について参加資格等の審査を行い、その後

落札者として決定するものとする。 

 

8 無効となる入札該当事項 

岐阜市競争入札心得（平成10年10月1日決裁。以下「入札心得」という。）による。 

 

9 一般競争入札に関する資料等の閲覧 

(1) 閲覧期間 平成24年11月9日(金)～平成24年12月3日(月) 

ただし、岐阜市の休日を定める条例（平成元年岐阜市条例第45号。以下「休

日条例」という。）に規定する本市の休日を除く。 

(2) 閲覧時間 午前9時から午後5時まで。ただし、午後0時30分から午後1時30分までを

除く。 

(3) 閲覧場所 岐阜市鹿島町7丁目1番地 岐阜市民病院 病院政策課 

 

10 入札参加資格の確認 

(1) 入札参加資格確認申請書の提出 

本件一般競争入札に参加しようとする者は、別に定める一般競争入札参加資格確認

申請書提出要領の規定により、入札参加資格確認申請書を提出し、入札参加資格の確

認を受けなければならない。ただし、入札参加資格は入札後に実施する入札参加資格

の詳細な確認をもって確定するものとする。 

① 申請書受付期間 平成24年11月9日(金)～平成24年11月22日(木) 

ただし、休日条例に規定する本市の休日を除く。 

② 申請書受付時間 午前9時から午後5時まで。ただし、午後0時30分から午後1時30分

までを除く。 

③ 申請書受付場所 岐阜市鹿島町7丁目1番地 岐阜市民病院 病院政策課 



(2) 入札参加資格確認通知書の交付 

入札参加資格確認通知書の交付は、入札参加資格確認申請書の受付をもって行うも

のとし、入札参加資格確認申請書の写し（受付印の押印があるもの）をもって入札参

加資格証明書とみなす。なお、一般競争入札のため入札会場に入場するときは、入札

参加資格証明書を係員に提示すること。 

 (3) 入札参加資格の詳細な確認について、審査対象者となった者は入札参加資格確認申

請書（技術資料）を次に揚げる要領で提出すること。  

① 提出期限は、審査対象となった日から起算して2日以内とする。  

② 提出時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、午後0時30分から午後1時30

分までを除く。  

③ 提出場所は、岐阜市鹿島町7丁目1番地 岐阜市民病院 病院政策課とする。 

 

11 資料等の貸与 

(1) 資料等は、岐阜市民病院ホームページに掲載する。ただし、資料等の書面での貸与

を希望する場合は、次に掲げる要領で貸与を受けることができる。 

① 貸与申請期間 平成24年11月9日(金)～平成24年12月3日(月) 

ただし、休日条例に規定する本市の休日を除く。 

② 申請受付時間 午前9時から午後5時まで。ただし、午後0時30分から午後1時30分ま

でを除く。 

①  貸与場所 岐阜市鹿島町7丁目1番地 岐阜市民病院 病院政策課 

②  貸与期間 平成24年11月9日(金)～平成24年12月4日(火) 

（貸与期間が終了したときは、直ちに岐阜市民病院 病院政策課まで返

却すること。） 

(2) 資料等の貸与を受ける際には印鑑（貸与を受ける者の個人印）を持参すること。 

 

12 質疑応答 

(1) 資料等に関し質疑がある者は、次に掲げる要領で質問書を持参により提出すること

ができる。 

① 質問書提出期間 平成24年11月9日(金)～平成24年11月22日(木) 

ただし、休日条例に規定する本市の休日を除く。 

② 質問書提出時間 午前9時から午後5時まで。ただし、午後0時30分から午後1時30分

までを除く。 

③ 質問書提出場所 岐阜市鹿島町７丁目１番地 岐阜市民病院 病院政策課 

(2) 質疑に対する回答は、入札参加資格確認通知書を交付した者に対し、平成24年11月 

29日(木)までにFAX又は電子メールにより行うものとする。 

 

 

13 その他 

(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の5に相当する

額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て

た金額）をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の105分の

100に相当する金額（消費税等抜き額）を入札書に記載すること。 

(2) 落札者は、本市と締結する物品売買契約書に基づき、契約履行しなければならない。 

(3) 入札会場に移動通信端末等（携帯電話等）の通信機器は、持ち込まないこと。 

(4) 以上(1)から(3)までに掲げる事項のほか、入札心得による。 


